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建築用木材の転換促進支援事業

 事業の概要

建築用木材の転換促進支援事業（以下「本事業」という。）は、施工者や設計者が、住
宅の主要構造部（柱及び横架材）等に品質・性能の確かな国産の製品等（JAS構造
材等）を利用する取組を支援します。

 助成対象

戸建て住宅の建築における、製材（JAS材又は県産材認証等で乾燥材であると確認
できたもの）及びその他JAS構造材の調達費や住宅の設計費を助成対象としていま
す。

 事業実施主体

一般社団法人全国木材組合連合会
本事業の特設サイト：https://kenchiku-tenkan.jp/

 公募期間

令和５年５月３０日（火）～令和５年６月３０日（金）

 留意点

本事業は、建築物の基礎より上部の躯体部分において、本事業以外に国、地方公共
団体、その他公的機関等からの補助や助成を受けていないものが対象となります。
ただし、地方公共団体及びその他公的機関が実施する補助や助成において、その財
源に国庫からの助成金、交付金その他国の資金（地方交付税交付金、森林環境譲与
税を除く。）が含まれていないことを補助事業実施機関の資料等により確認できる場
合はこの限りではない、とされております。

（特設サイトのQRコード）

※令和５年５月２５日時点、林野庁木材産業課にて作成。
詳細及び最新の情報は上述の事業の特設サイトでご確認ください。

※応募状況に依っては、期日前に応募を締め切る場合があるとのことです。
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